
ふるさと納税の仕組みって...？

応援したい

地方自治体

自分が住んでいる

自治体

＜寄附者＞

返礼品・

寄附証明書類が届く

ふるさと納税で

寄附をする

住民税の控除、

所得税の還付※

※ 「ワンストップ特例制度(ふるさと納税後、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる制度)」をご利用の場合は、

所得税の還付はなく、すべて住民税からの控除となります。

～寄附の例（1万円寄附の場合）～

ふるさと納税

（寄附金）

10,000円

控除額

8,000円

自己負担額

2,000円

ふるさと納税を行った年

の所得税から控除

（還付）

800円

ふるさと納税を

行った翌年度の

住民税から控除

7,200円

確定申告

必ず2,000円は自己負担

まずは、５秒でわかる！

かんたん控除上限額（目安）シミュレーションをやってみよう！！

https://www.furusato-tax.jp/about/easy_simulation

確定申告

※上記はあくまで一例です。給与年収や家族構成などにより控除上限額が変わります。
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